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愛知県議会議員（千種区選挙区）

自転車に青切符
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生まれ
東京大学経済学部卒
日本銀行入行
大塚耕平参議院議員公設第一秘書
千種区覚王山の事務所で活動開始
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大塚耕平参議院議員政策担当秘書
古川元久衆議院議員千種区担当秘書
愛知県議会議員初当選（千種区選挙区）
愛知県議会議員３期目当選
安全・安心対策特別委員会副委員長

愛知県議会議員・黒田太郎（千種区選挙区）の略歴

立春の翌日、大安吉日という縁起の良い日に、皆さまとともに
明るい未来を語る集いを開催いたしますので､是非ともご参加ください。
立春の翌日、大安吉日という縁起の良い日に、皆さまとともに

明るい未来を語る集いを開催いたしますので､是非ともご参加ください。

三菱 UFJ銀行　今池支店（店番２６３）
普通０２１８１３９　共生の会　黒田太郎

黒田太郎事務所　行き（FAX：０５２－７８１－０２６１）黒田太郎事務所　行き（FAX：０５２－７８１－０２６１）
お　名　前   　　　　　　　　　　　

振込み者名  　　　　　　　　　　　

お申込口数 　　　　　　　　　　     口 　　　 必要（当日お渡し）    ⁄    不  要領収証
どちらかに○ 

立春の集いご案内立春の集いご案内

🌺 日時：令和８年２月５日（木）１８時３０分開会（受付１８時～）
🌺 場所：ルブラ王山２F飛翔の間
　　　　名古屋市千種区覚王山通８－１８（電話 052 -762 -3151）
🌺 会費：お１人１万円（事前のお振込みにご協力ください）

＜お振込先＞

※この催物は、政治資金規正法第８条の２に規定する政治資金パーティーです。

ご参加いただける方は FAXにてお申し込みください

読 み 仮 名

緊急連絡先

🌺 主催：共生の会（代表者　黒田太郎）
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スマホ等の
ながら運転
反則金12,000円

遮断踏切
立入り
反則金７,000円

信号無視
反則金6,000円
(※点滅信号は5,000円）

右側通行（通行区分違反）
反則金６,000円

指定場所一時不停止
反則金５,000円

無灯火運転
反則金５,000円

傘さしや
大音量でのイヤホン等
使用運転
（公安委員会遵守事項違反）
反則金５,000円

並進
反則金３,000円
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自転車の主な違反と反則金

「ご存じですか？」
令和８年４月より、自転車でも法令違反をすると反則金納付手続きの対象
となる、いわゆる青切符（交通反則通告制度､１６歳以上が対象）が適用
されるのです。以下の例のように、ついついやってしまいがちなことでも
反則金が適用されます。自転車は便利な乗り物ですが、しっかりとルール
を守って使いましょう。

警察庁ホームページ
二次元コード

※なお、詳しいルールはこちら（警察庁ホームページ）から


